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１．課題・ニーズ 

平成１５年１２月に犯罪対策閣僚会議がまとめた「犯罪に強い社会の実現

のための行動計画」において，治安回復のための基盤整備として「更生保護

制度の充実強化」が掲げられている。 

我が国の更生保護制度の根幹である保護観察制度は，官民協働で行われて

いるところに大きな特徴があり，その中でも民間篤志家である全国約５万人

の保護司が極めて重要な役割を果たしている。 

しかしながら近年では，個々の保護観察事件の複雑化，矯正施設の過剰収

容と歩調を合わせた仮出獄者の増加などの保護観察処遇に係る負担が増大し

ている一方，保護司としての活動基盤となる地域社会の連帯感の希薄化，犯

罪者の更生に対する周囲の理解度の低下，保護司の高齢化や新たな保護司の

確保の困難化など，保護司の活動をめぐる状況は厳しさを増してきている。 

２．目的・目標 

本研究では，保護司の活動実態と意識に関する総合的研究を実施し，その

調査研究で得られた研究成果を取りまとめ，関係各機関に広く配布し，保護

司制度の充実強化に関する提言を行うことを目的とする。 

事前評価（昨年

度の研究評価検

討委員会におけ

る評価）の概要 

３．具体的内容 

 (1) 研究期間  

   平成１７年度の１か年計画 

(2) 研究予算額  

   平成１７年度 ９，１４７千円 

 (3) 研究内容 

ア 本研究では，現在保護司が抱えている様々な状況について詳細に調査

を行い，問題解決への展望を明らかにしなければならず，そのため，①

保護司が保護観察処遇の場面において直面している問題，②保護司によ

る地域社会との調整に関する問題，③保護司確保にかかわる問題等につ

いて，保護司に対して面接及び質問紙による重層的・多角的な調査を実

施する。 

イ 日本と同様の保護司制度を擁し，充実発展がめざましいシンガポール

の社会開発省及び更生保護施設等関連機関へ赴き，現地担当者から最新

の情報や研究に必要な資料を収集するとともに，同国の保護司活動の実

態について聞き取り調査を行う。 

ウ 当所研究官に加え，刑事政策に関して学問的・実践的研究を実施して

いる学者及び実務家等による保護司制度研究会を定期的に開催すること



により，今後の保護司制度の充実強化に有効・適切な方策を探求する。 

また，刑事司法とボランティアに関する研究が進んでいるイギリスか

ら学者を招へいすることにより，当該研究会をより充実したものとする。 

 

【必要性】 我が国の保護観察制度にとって，保護司の存在は必要不可欠であ

るところ，本研究を実施することにより，その問題点を明らかにし，

解決策を検討することは，今後の更生保護制度の充実・強化のため

に極めて重要である。 

 

【効率性】 本研究は，実際に保護観察官として保護観察の実務経験のある研

究官を中心として行い，保護司に対しての面接やアンケートを実施

する。 

また，本研究は研究官の発意により，これまで，基礎的な研究を

進めてきたものであり，当該研究結果を利用するなど，効率化を図

っている。以上のことから，手段の適正性・費用対効果の観点から

も効率性は極めて高い。 

 

【有効性】 本研究の結果は，取りまとめの上，関係各機関に広く配布し，保

護司が直面している保護観察処遇の様々な課題に対する対策や保護

観察処遇を効果的に実施するための施策を検討する上での充実強化

に関する提言を行うなどの成果が期待される。 

 

【評 価】 「必要性」「効率性」「有効性」についてはいずれも適正であり，

本研究は実施すべきである。  

事後評価の内容 １．目的等の実現状況 

伝統的に社会内処遇に対して積極的にボランティアを活用しているカナダ

及び日本の保護司制度に類似した制度を有するシンガポールにおいて，刑事

政策にかかわるボランティア及び保護司に関する実地調査を行い，その成果

は，研究部報告として取りまとめる予定である。さらに，これら成果は，平

成１９年度以降に実施を予定している「社会内処遇に関する総合的研究」の

基礎資料として活用する予定である。 

なお，諸外国の実地調査は，平成１５年度から１６年度にかけて実施した

「保護司の活動実態と意識に関する調査（注）」の調査結果を踏まえたもので

ある。 

（注）平成１６年２月から３月にかけて，全国の保護観察所１９庁において，

保護司８２人に活動実態及び意識に関し面接調査を行うとともに，この結果

を踏まえて処遇や地域とのかかわりなどに関する質問紙を作成し，同年４月

から５月にかけて無作為抽出した全国の保護司３，０００人に質問紙調査を

行い，この結果を平成１７年３月に研究部報告として発刊した。 



２．評価結果 

日本の保護司に関する実態調査を踏まえ，諸外国の社会内処遇におけるボ 

ランティアの活用の在り方や類似の制度を有する国の実情等について実地調

査を行い，今後の保護司の活動や保護司制度の在り方そのものを検討する上

で，有用な資料が得られており，有意義な研究であったと評価できる。 
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